
⚔
広報いの 8月号

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
ỏ

次
の
方
法
に
よ
り
納
付
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
ỏ
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
Ố

①
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
に
よ

る
納
付

∧
納
付
場
所
∨

〇
全
国
の
銀
行
ỏ
信
用
金
庫
ỏ

信
用
組
合
ỏ
労
働
金
庫
ỏ
農

協
ỏ
漁
協
等
の
金
融
機
関

〇
郵
便
局

〇
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

ớ
納
付
書
裏
面
に
記
載
Ờ

②
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

∧
申
込
手
続
き
を
行
う
窓
口
∨

〇
全
国
の
銀
行
ỏ
信
用
金
庫
ỏ

信
用
組
合
ỏ
労
働
金
庫
ỏ
農

協
ỏ
漁
協
等
の
金
融
機
関

〇
郵
便
局

〇
社
会
保
険
事
務
所

②
ク
レ
ジ
ỽ
ト
カ
ồ
ド
に
よ
る
納

付

∧
申
込
手
続
き
を
行
う
窓
口
∨

〇
社
会
保
険
事
務
所

※
ご
利
用
に
つ
き
ま
し
て
は
ỏ

社
会
保
険
事
務
所
に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
Ố

④
電
子
納
付
ớ
Ｐ
ａ
ｙ−

ｅ
ａ
ｓ

ｙ
Ờ
が
利
用
で
き
ま
す
Ố

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
書

は
ỏ
Ｐ
ａ
ｙ−

ｅ
ａ
ｓ
ｙ
ớ
ペ

イ
ジ
ồ
Ờ
対
応
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
ỏ
イ

ン
タ
ồ
ネ
ỽ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
等

を
利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
Ố
ご
利
用
い
た
だ
け

る
か
ど
う
か
は
ỏ
納
付
の
際
に

ご
利
用
の
金
融
機
関
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
Ố

〇
寡
婦
年
金

第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険

料
を
納
め
た
期
間
ớ
免
除
期
間
を

含
む
Ố
Ờ
が

年
以
上
あ
る
夫
が
ỏ

２５

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
な
く
死
亡

し
た
と
き
ỏ

年
以
上
婚
姻
関
係

１０

の
あ
ỳ
た
妻
に

歳
か
ら

歳
ま

６０

６５

で
支
給
さ
れ
ま
す
Ố

寡
婦
年
金
額
ử
夫
が
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
老
齢
基
礎

年
金
の
４
分
の
３

※
た
だ
し
ỏ
死
亡
し
た
夫
が
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
る
権
利
を

持
ỳ
て
い
た
り
ỏ
妻
が
繰
り
上

げ
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て

い
た
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
Ố

〇
死
亡
一
時
金

第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険

料
を
３
年
以
上
ớ
一
部
納
付
を
し

た
期
間
の
月
数
は
ỏ
一
部
納
付
の

割
合
に
よ
ỳ
て
計
算
Ờ
納
め
た
人

が
ỏ
年
金
を
受
け
ず
に
亡
く
な
ỳ

た
時
に
支
給
さ
れ
ま
す
Ố

保
険
料
を
納
め
た
月
数
に
応
じ

て
一
時
金
の
額
が
決
ま
ỳ
て
い
ま

す
Ốớ
１
２
０

０
０
０
円
か
ら

３
２
０

０
０
０
円
Ờ

※
付
加
保
険
料
を
納
め
た
期
間
が

３
年
以
上
あ
る
場
合
は
ỏ
８

５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
Ố

※
た
だ
し
ỏ
そ
の
人
の
死
亡
に
よ

り
遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
の
支

給
を
受
け
ら
れ
る
時
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
Ố

〇
短
期
残
留
外
国
人
の
脱
退
一
時

金日
本
に
住
む
外
国
人
も
ỏ

歳
２０

以
上

歳
未
満
の
方
は
国
民
年
金

６０

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
ỏ
国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
期

間
が
６
か
月
以
上
あ
り
ỏ
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
資
格
の
な
い
短
期

在
留
の
外
国
人
に
は
ỏ
被
保
険
者

資
格
を
喪
失
し
て
日
本
国
内
に
住

,

,

,

所
を
有
し
な
く
な
ỳ
た
日
か
ら
２

年
以
内
に
請
求
を
行
え
ば
脱
退
一

時
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
Ố

保
険
料
を
納
め
た
月
数
に
応
じ

て
一
時
金
の
額
が
決
ま
ỳ
て
い
ま

す
Ốớ
４
３

２
３
０
円
か
ら
２

５
９

３
８
０
円
Ờ

〇
付
加
年
金

定
額
の
保
険
料
に
ỏ
月
額

円
４００

を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
ỏ
将
来

受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加

年
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
Ố

,

,

付
加
年
金
額
ử

円
×

２００

付
加
保
険
料
納
付
月
数

※
た
だ
し
ỏ
保
険
料
の
免
除
を
受

け
ら
れ
て
い
る
方
ỏ
国
民
年
金

基
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
付

加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
Ố

問
い
合
わ
せ

高
知
西
社
会
保
険
事
務
所

参
８
７
５
Ổ
１
７
１
７

お知らせ

平
成

年
５
月
か
ら
ỏ
原

２０

則
と
し
て
社
会
保
険
事
務

所
の
窓
口
で
国
民
年
金
保

険
料
の
現
金
領
収
を
廃
止

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

町
民
課
だ
よ
り

お知らせ

国
民
年
金
に
は

独
自
給
付
が
あ
り
ま
す

お知らせ

テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビテレビについての大切なお知らせです
2011年（平成23年）7月24日までに今までのテレビ放送（地上ア

ナログ放送）は終了します。それ以降は、アナログテレビをお使いの方

は、そのままではテレビ放送（デジタル放送）を見ることができません。

地上デジタル放送を視聴するには、①地上デジタル放送対応のテレ

ビに買い換える②地上デジタルチューナーを買い足す③地上デジタル

放送対応済みのケーブルテレビで視聴する、各方法があります。①、

②については、ＵＨＦアンテナが必要です。

なお、ＢＳアナログ放送も地上アナログ放送と同じ2011年7月24

日までに終了します。詳しくは、下記へお問い合わせください。

問い合わせ

●総務省地デジコールセンター（地上デジタル放送について）

参0570‐07‐0101（ナビダイヤル）
ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらない場合 参03‐4334‐1111

受付 月～金曜日 9：00～21：00 土・日・祝日 9：00～18：00

●ＢＳデジタル放送お問い合わせセンター（ＢＳデジタル放送について）

参0570‐01‐2011（ナビダイヤル）
ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらない場合 参045‐345‐4080

受付 月～金曜日 9：00～21：00 土・日・祝日 9：00～18：00

●（社）デジタル放送推進協会

ホームページ http://www.dpa.or.jp


